
○登録関係資料の提出 
・ 登録申請書（様式第１号） 

・ 登録内容調書（様式第２号） 

・ 誓約書（様式第３号） 

・ 団体の該当が分かる書類 

・ 生活支援サービスの内容が分かる書類 

○登録書類の審査 
関係機関等への調査を依頼 

通常３週間以内に審査 

 

○審査結果により公開  
市公式サイト上に公表 

○利用者による検索 
公式サイト上でのサービスの検索 

 

○サービスの利用 
直接連絡しサービスの利用開始 

                         

 

 

 

 

  

 

住み慣れた地域で、いつまでも元気に暮らすために、久留米市では、

市内の事業者や団体等の多様な主体が実施する生活支援サービス情報

を集約し、地域住民等に対し幅広く情報提供を行うために登録制度を

設け、公式サイト上で公表いたします。 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

日常的な家事 

支援サービス 

買物、掃除、調理、布団干しなど

の日常生活を営む上で必要な家事

を支援するサービス 

安心（訪問・ 

見守り） 

サービス 

自宅訪問や電話などによる、当事

者の安否を気にかけるサービス 

外出支援・ 

宅配サービス 

通院や買物などの当事者移動を支

援する活動や商品などを自宅に届

けたり、近所まで出向くなどの出

張サービス 

交流の場づくり 

サービス 

交流の場づくりや情報共有の場づ

くりなど行い、人と人とが出会う

場を提供するサービス 

不定期な家事 

支援サービス 

庭の雑草取りや植木の剪定、家具

の移動や建具の備え付けなどのサ

ービス 

その他の 

日常生活 

支援サービス 

その他、日常生活支援のために必

要なサービス 

登録申込・問合せ先 

登録から利用までの流れ 

 

久久留留米米市市生生活活支支援援ササーービビスス情情報報  
 

 
登録希望団体や
事業所等からの 

登録申請 
 

 
久留米市による
登録内容の審査

と公開 
 

 
地域住民等 
による 

検索と利用 
 

登録できるサービス情報 

 

久留米市健康福祉部 地域福祉課 

〒830‐8520 久留米市城南町15‐3 

ＴＥＬ 0942‐30‐9174 

ＦＡＸ 0942‐30‐9752 


